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【照会例 1０】 
Q. 「報酬」には、謝礼や実費弁償として受け取る金品も該当しますか。 

A. 第 104 条の「報酬」は、「労務、仕事の完成、事務処理の対価として支払われる金銭その他

の有価物」を指し、労務等の対価の意味合いを持たない謝礼や実費弁償は該当しません。 

【照会例 1１】 
Q. 単発的に講演を依頼され講演料を得た場合や、研究成果等を雑誌等に単発的に発表し報

酬を得た場合などは、第 104 条の兼業に該当しますか。 

A. 第 104 条における「事業に従事し、若しくは事務を行う」場合とは、「国家公務員としての職

務以外の事業又は事務に、継続的又は定期的に従事する場合」を言いますので、上記のよう

な単発的に従事する場合は、第 104 条の兼業に該当しません。 

なお、国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程との関係では、当該依頼元が利害関係者

であるときには、あらかじめ倫理監督官の承認が必要です。また、本省課長補佐級以上の職

員については、講演料や原稿料等の報酬が 5,000 円を超える場合、原則として贈与等報告

書を提出する必要があります。 

【参考】 職務以外の事業等に無報酬又は単発で従事する場合は、第104条の許可の対象とはなり

ませんが、その内容や態様において第99条（信用失墜行為の禁止）や第101条（職務に専念する

義務）に抵触するものには、当然、従事できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  所属機関と密接な関係（所属機関の行政上の権限の対象等）にある株式会

社の発行済株式総数の３分の１（特例有限会社の場合は４分の１）を超える株

式を所有する場合等に、職員は所轄庁の長等へ報告が必要となります。 

  この報告義務は職位等にかかわらず全職員に課せられています。 

※ この報告とは別に、国家公務員倫理法第７条第１項により、本省審議官級以

上の職員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡について、株取引等

報告書を提出する必要があります。 

  

内容 

営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参

加し得る地位にある職員に対し、人事院は報告を徴することができる。 

９ 株式所有の報告（国公法第 103 条第３項） 


